
令和４年６月２３日 

（２０２２年） 

 

業者各位 

  

建設総務課長  

技術管理課長  

 

 

最低制限価格制度及び低入札価格調査制度の見直しについて（通知） 

 

  

 

建設工事の最低制限価格、低入札価格調査基準価格及び失格価格の計算式を次のとおり

改定します。  

 

 

１ 改定後の計算式 

① 最低制限価格及び低入札価格調査基準価格 

（ 機器費×０.８７ ）※ ＋ 直接工事費×０.９７ ＋ 共通仮設費×０.９０ 

＋ 現場管理費×０.９０ ＋ 一般管理費等×０.６８ 

  ※プラント工事のみ 

 

② 失格価格 

（ 機器費×０.８２ ）※ ＋ 直接工事費×０.９２ ＋ 共通仮設費×０.８５ 

＋ 現場管理費×０.８５ ＋ 一般管理費等×０.６８ 

※プラント工事のみ 

 

２ 設定範囲  

変更なし 現行：予定価格の７５％から９２％の範囲内 

 

３ 実施時期 

令和４年７月１日以降の入札公告案件から適用 


